
広報ふくつ 2３ 広報ふくつ

　　
毎
年
、
８
月
１
日
か
ら
新
し
い

保
険
証
に
な
り
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
は
、
今
年
度
は
水
色
で
令
和

３
年
７
月
31
日
ま
で
有
効
で
す
。

７
月
中
旬
以
降
に
送
り
ま
す
。
８

月
か
ら
は
、
う
す
紫
色
の
保
険
証

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

　　
今
年
度
の
保
険
料
は
、
昨
年
の

所
得
金
額
と
世
帯
の
状
況
を
基
に

決
定
し
て
い
ま
す
。「
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」

を
７
月
中
旬
以
降
に
、
保
険
証
と

は
別
で
送
り
ま
す
。
な
お
、
金
融

機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
で
保
険
料
を
支
払
う
人
に
は

納
付
書
を
同
封
し
て
い
ま
す
。

　
保
険
料
の
う
ち
、
被
保
険
者
の

全
員
が
均
等
に
負
担
す
る
均
等
割

額
は
、
世
帯
の
所
得
状
況
に
よ
っ

て
軽
減
さ
れ
ま
す
。
昨
年
か
ら
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
が

始
ま
っ
た
こ
と
な
ど
に
伴
い
、８
・

５
割
軽
減
は
７
・
75
割
軽
減
に
、

8
割
軽
減
は
7
割
軽
減
に
変
更
と

な
り
ま
し
た
。

　
対
象
の
人
に
は
、
今
回
の
見
直

し
に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
」
に
同
封
し
ま
す
の
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
限
度
額
適
用
認
定
証
（
オ
レ
ン

ジ
色
）
や
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
（
白
色
）
を
お

持
ち
の
人
で
、
令
和
２
年
８
月
以

降
も
認
定
証
を
発
行
で
き
る
人
に

は
、
７
月
中
旬
以
降
に
８
月
か
ら

使
用
で
き
る
新
し
い
認
定
証
を
送

り
ま
す
。
申
請
は
不
要
で
、
保
険

証
と
は
別
で
送
り
ま
す
。
認
定
証

を
お
持
ち
で
な
い
人
で
、
左
表
の

限
度
額
認
定
証
発
行
の
欄
が「
○
」

の
人
は
、
市
保
険
年
金
医
療
課
で

申
請
す
る
と
認
定
証
が
発
行
さ
れ

ま
す
。
認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓

口
に
提
示
す
る
と
、
そ
の
月
の
同

じ
医
療
機
関
で
の
医
療
費
が
自
己

負
担
限
度
額
以
内
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
負
担
割
合
１
割
で
白
色
の

認
定
証
の
人
は
、
入
院
時
の
食
費

が
減
額
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
表
の

限
度
額
認
定
証
発
行
の
欄
が「
×
」

の
人
は
保
険
証
が
認
定
証
に
代
わ

り
ま
す
の
で
、申
請
は
不
要
で
す
。

保
険
証
の
色
は
う
す
紫
色
か
ら

水
色
に
変
わ
り
ま
す

医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

送
り
ま
す

令
和
２
年
度
の

保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

限
度
額
適
用 

・標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

保
険
料
の
均
等
割
軽
減
が

変
わ
り
ま
す

自己負担限度額（月額）

負担
区分

外　来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

認定証
の色

×

×

限度額
認定証
発行※2

×

○

○

○

○

×

252,600円【140,100円 ※1】　
●医療費が842,000円を超えた場合は
　超えた分の1％を加算

現役並みⅢ
課税所得
690万以上

167,400円【93,000円 ※1】
●医療費が558,000円を超えた場合は
　超えた分の1％を加算

現役並みⅡ
課税所得
380万以上

80,100円【44,400円 ※1】
●医療費が267,000円を超えた場合は
　超えた分の1％を加算

現役並みⅠ
課税所得
145万以上

一　般
課税所得
145万未満

区分 Ⅱ
世帯全員の住民税が非課税で区分Ⅰ以外

区分 Ⅰ
世帯全員の所得が０円（年金80万円以下）である世帯に属する

年間（８月～翌年７月）の
限度額は144,000円
（一般、区分Ⅰ・Ⅱである月
の外来の合計の限度額）

18,000円

８，０００円

８，０００円

２４，６００円

１５，０００円

57,600円
【44,400円 ※1】

オ
レ
ン
ジ

白

白

オ
レ
ン
ジ

※1　過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合  
        の４回目以降の金額です
※2　現役並みⅠまたはⅡの人、区分ⅠまたはⅡの人（表の○の人）は
       限度額認定証を提示すれば限度額までの負担になります

負
担
割
合

３
　
割

１
　
割

問
い
合
わ
せ
　
市
保
険
年
金
医
療
課
☎
４
３
・
８
１
２
８

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
☎
０
９
２
・
６
５
１
・
３
１
１
１

　後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は
、
75
歳
以
上
の
人
と

65
歳
以
上
の
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人
の
健
康
保
険

で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
対
象
者
の
皆
さ
ん
は

8
月
に
保
険
証
を
更
新
し
ま
す

均等割額

所得割率

賦課限度額

平成31年度

56,085円

10.83％

62万円

令和2年度

55,687円

10.77％

64万円

▶
令
和
２
年
度
の
保
険
料
率

７
月
は
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
で
す

人
権
啓
発
活
動
の

紹
介
と
お
知
ら
せ

▶
津
屋
崎
中
学
校
の
生
徒
が
描
い
た

人
権
ポ
ス
タ
ー

同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間

期
間
中
の
取
り
組
み

　
県
と
市
で
は
、
毎
年
７
月
を
「
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
同
和
問
題

に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め
、
解
決
を
図
る
た
め
の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ひとつずつの小さな花が

まるく寄り添い手をつなぎ

わになるように集まって

りっぱな花に育ちます

ま

り

ひ

わ

▶
ひ
ま
わ
り
の
花
言
葉
は
「
あ
な
た
だ

け
を
見
つ
め
る
」
。
外
国
で
は
「
太
陽

の
花
」
と
呼
ば
れ
る

　
人
権
擁
護
委
員
の
紹
介

　
特
設
人
権
相
談
の
実
施

　「人
権
の
花
運
動
」
を

　行
っ
て
い
ま
す

　
街
頭
啓
発
活
動

　
市
長
を
は
じ
め
行
政
や
関
係
団

体
と
共
に
、
啓
発
グ
ッ
ズ
を
配
布

し
ま
す
。

　
啓
発
グ
ッ
ズ
に
は
、
福
間
中
学

校
2
年
生
濱
畑
陽
季
さ
ん
の
作
っ

た
標
語
「
い
じ
め
る
心
に
　
ス

ト
ッ
プ
ボ
タ
ン
　
や
さ
し
い
心
に

　
ス
タ
ー
ト
ボ
タ
ン
」
を
印
刷
し

て
い
ま
す
。

日
程
　
７
月
１
日
（
水
）

場
所
、
時
間
　①
Ｊ
Ｒ
福
間
駅
　

午
前
７
時
30
分
〜
　
②
ル
ミ
エ
ー

ル
福
津
店
　
午
後
１
時
30
分
〜
　

③
レ
ガ
ネ
ッ
ト
福
津
　
午
後
３
時

30
分
〜

　　
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
の
期

間
中
、
市
内
の
小
・
中
学
生
が
描

い
た
人
権
ポ
ス
タ
ー
を
パ
ネ
ル

に
し
て
、
市
内
の
公
共
施
設
に
展

示
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
力
作

を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
こ
の
パ
ネ
ル
は
、
年
間

を
通
し
て
貸
し
出
し
も
行
っ
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
人
権
政
策
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
内
を
広
報
車
が
巡
回
し
、
次

の
よ
う
に
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
ま
す
。

「
ふ
か
め
よ
う
　人
権
意
識

な
く
そ
う
　偏
見
　

つ
な
い
で
い
こ
う
　市
民
の
輪
」

　
市
役
所
庁
舎
を
は
じ
め
、
市

内
の
公
共
施
設
に
、
懸
垂
幕
・

看
板
・
幟
な
ど
を
設
置
し
ま
す
。

　
県
人
権
啓
発
活
動
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
協
議
会
で
は
、
ひ
ま
わ

り
を
人
権
の
花
と
し
て
定
め
て

い
ま
す
。

　
人
権
の
花
運
動
は
、
ひ
ま
わ

り
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
、

生
命
の
尊
さ
や
協
力
す
る
こ
と

の
大
切
さ
を
実
感
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
市
内
で
は
、

平
成
20
年
度
か
ら
毎
年
、
小
学
校

や
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）
の
中

の
３
つ
の
施
設
で
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
ひ
ま
わ
り
の
種
を
ま
き
、

花
を
咲
か
せ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設

で
は
、
10
月
に
人
権
擁
護
委
員
に

よ
る
「
人
権
教
室
（
人
に
や
さ
し

く
で
き
る
勉
強
会
）」
を
行
い
ま

す
。

　
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
る
ひ
ま
わ

り
の
よ
う
に
、
人
権
尊
重
の
意
識

が
福
津
市
の
隅
々
ま
で
広
が
っ
て

い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

人
権
パ
ネ
ル
の
展
示

懸
垂
幕
・
看
板
・
幟
の
設
置

広
報
車
に
よ
る
啓
発
活
動

問
い
合
わ
せ
　
市
人
権
政
策
課
☎
４
３
・
８
１
２
９

　
人
権
擁
護
委
員
は
人
権
擁
護
法

に
基
づ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か

ら
人
権
相
談
を
受
け
た
り
、
人
権

の
考
え
方
を
広
め
た
り
す
る
活
動

を
し
て
い
る
民
間
の
か
た
が
た
で

す
。
法
務
局
の
職
員
と
協
力
し
て

人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
者
を
救
済

し
、
人
権
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
な
啓
発
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。
市
に
は
、
５
人
の
人
権

擁
護
委
員
が
い
ま
す
。

　
人
権
に
関
す
る
疑
問
や
悩
み
が

あ
る
人
は
、
特
設
人
権
相
談
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。予
約
は
不
要
で
、

相
談
料
は
無
料
で
す
。
相
談
内
容

な
ど
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

日
時
　
毎
月
第
４
水
曜
日
　
午
前

10
時
〜
午
後
３
時

場
所
　
ふ
く
と
ぴ
あ

は
ま
は
た
は
る
き

の
ぼ
り




